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令和 5 年試験

論 文 式 試 験 問 題

企　 業　 法

注 意 事 項
1  受験上の注意事項

・ 試験官から の注意事項の聞き 漏ら し ／受験案内や試験室及び受験票その他に記載・ 掲示さ  

れた注意事項の未確認等， こ れら を原因と し た試験における 不利益は自己責任になり ま す。

・ 携帯電話等の通信機器や携行品の取扱いについては， 試験官の指示に従ってく ださ い。

・ 試験開始の合図がある ま で， 配付物や筆記用具に触れないでく ださ い。

・ 問題に関する 質問には， 応じ ま せん。

2  不正受験や迷惑行為の禁止
・ 不正行為を行った場合／試験官の指示に従わない場合／周囲に迷惑をかける 等， 適正な試

験実施に支障を来す行為を行った場合， 直ちに退室を命ずるこ と があり ます。

3  試験問題
・ 試験開始の合図後， 直ちに頁数（ 全 2 頁）を調べ， 不備等があれば黙って挙手し ， 試験官に

申し 出てく ださ い。

4  答案用紙
・ 問題冊子の中ほど に挿入し てあり ま す。

・ 試験開始の合図後， 直ちに頁数（ 全 2 頁）を調べ， 不備等があれば黙って挙手し ， 試験官に

申し 出てく ださ い。

・ 答案作成に当たっ ては， ボールペン又は万年筆（ いずれも 黒イ ンク に限る 。 消し ゴム等で

イ ンク が消える ボールペンは不可。）及び修正液又は修正テープ（ 白色に限る 。）を 使用し て

く ださ い。 こ れら のも の以外を 使用し た場合／答案用紙に記入し た文字（ 数字を 含
む。）の判読が困難な場合， 採点さ れないこ と があり ます。

・ 答案用紙の左上を ホッ チキス 留めし てあり ま す。 ホッ チキス留めを外し た場合は， 採
点さ れないこ と があり ます。

5  受験番号シールの貼付
・ 配付後， 目視で受験番号及び氏名を確認し ， 不備等があれば黙って挙手し ， 試験官に申し

出てく ださ い。

・ 試験開始の合図後， 各答案用紙の右上の所定欄へ全頁に貼付し てく ださ い。

6  試験終了後
・ 試験終了の合図後， 直ちに筆記用具を置き ， 答案用紙は裏返し て通路側に置いてく ださ い。

・ 試験官が答案用紙を集め終わり 指示する ま で， 絶対に席を立たないでく ださ い。

・ 答案用紙が試験官に回収さ れずに手元に残っていた場合は， 直ちに挙手し ， 試験官に申し

出てく ださ い。   

試験官に回収さ れない場合， いかなる理由があっ ても 答案は採点さ れません。

7  試験問題（ 該当ある科目は法令基準等）の持ち帰り
・ 試験終了後， 持ち帰る こ と ができ ま す。   

なお， 中途退室する 場合には， 持ち出し は認めま せん。 必要な場合は， 各自の席に置いて

おき ま すので， 試験終了後， 速やかに取り に来てく ださ い。
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取締役会設置会社である 甲株式会社（ 以下，「 甲会社」と いう 。）は， 種類株式発行会社でなく ， その

定款には， 譲渡によ る 株式の取得について会社の承認を 要する 旨及び株券を 発行する 旨の定めがあ

る 。 定款にその他の別段の定めはない。

甲会社の経営は低迷し ， 過去 5 年間にわたり 剰余金の配当がなかったため， 甲会社の発行済株式総

数の 40 ％を 保有する Ａ は， 日頃から 甲会社の経営に不満を も っ ていた。 Ａ は知人の経営コ ンサルタ

ント Ｂ に甲会社の経営の立て直し のために知恵を貸し てほし いと 相談し たと こ ろ， Ｂ はＡ の保有する

甲会社株式の全部（ 以下，「 本件株式」と いう 。）を 譲り 受け， Ｂ 自ら 甲会社の株主と し て経営の立て直

し に関与する こ と ， さ ら に， 甲会社の経営が改善し た暁にはＡ に有利な買戻金額でも って本件株式を

返還する こ と を提案し た。

Ａ は， Ｂ の提案に応じ る こ と に躊躇し ていたが， Ｂ から 万事任せる よ う にと 強く 促さ れ， 最終的に

はＡ 及びＢ の間で本件株式の譲渡について合意が成立し た。

こ の場合において， 次の 問題 1 及び 問題 2 に答えなさ い。 ただし ， 問題 1 と 問題 2

と は別個独立のも のと する 。

Ａ は， 本件株式を， 甲会社の承認を得る こ と なく ， 株券の交付によ り Ｂ に対し 譲渡し た。

当該譲渡の効力について， ⑴甲会社に対する 関係， 及び， ⑵Ａ と Ｂ と の関係に分けて論じ な

さ い。

Ｂ は， 甲会社に対し ， 株券を提示し て， Ｂ によ る 本件株式の取得を承認する か否かの決定

をする こ と ， 承認し ない旨の決定をする 場合には， 甲会社又は甲会社の指定する 者が本件株

式を買い取る こ と を請求し た（ 以下，「 本件譲渡等承認請求」と いう 。）。

甲会社は， 取締役会においてＢ によ る 本件株式の取得を承認し ない旨の決定をし ， 本件譲

渡等承認請求の日から 10 日後に， その旨を Ｂ に通知し た。 当該通知の日から 1 か月後に，

株主総会の特別決議（ 以下，「 本件決議」と いう 。）によ り ， 甲会社自ら が本件株式を 買い取る

旨の決定をし ， その旨をＢ に通知し た。 し かし ， 甲会社は， 本件決議については， 特別の利

害関係を有する と いう 理由から ， Ａ の議決権の行使を認めなかった。

甲会社の株主Ｃ は， 本件決議においてＡ の議決権行使が認めら れなかったこ と を理由に，

本件決議の日から 3 か月以内に株主総会決議取消し の訴えを提起し た。 当該訴えにおいて，

Ｃ がすべき 主張及び当該主張の当否について論じ なさ い。
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乙株式会社（ 以下，「 乙会社」と いう 。）及び丙株式会社（ 以下，「 丙会社」と いう 。）は， 公開会社であ

り ， 種類株式発行会社ではない。 乙会社は丙会社の発行済株式の全部を保有し ており ， 乙会社の発行

済株式の全部はＡ が保有し ていた。 令和 3 年 8 月 26 日当時， 乙会社及び丙会社は監査役設置会社で

あり ， 乙会社の取締役は， Ａ の配偶者Ｂ ， Ｃ 及びＤ の 3 名で， Ｃ が代表取締役であり ， 丙会社の取締

役は， Ｂ ， Ｃ 及びＥ の 3 名で， Ｃ が代表取締役であった。 乙会社は丙会社等の複数の事業会社を傘下

と し て企業集団を形成し ており ， その経営方針はＢ が実質的に決定し ていた。

Ｂ の丙会社の経営方針に不満を有し ていたＣ 及びＤ は， 乙会社の完全子会社である 丁株式会社の取

締役である Ｆ に対し ， Ｂ を丙会社の経営から 排除し たい旨を話し ， 丙会社の発行済株式の全部を買い

取る よ う 依頼し た。 令和 3 年 8 月 26 日に開催さ れた乙会社の取締役会（ 以下，「 本件取締役会」と い

う 。）では， Ｃ 及びＤ が出席し ， 乙会社が保有する 丙会社の株式の全部をＦ に 1000 万円で譲渡する こ

と（ 以下，「 本件株式譲渡」と いう 。）が出席取締役の全員一致で承認さ れた。 本件取締役会の招集通知

は， Ｂ 以外の役員については適法に発せら れたが， Ｂ には発せら れておら ず， Ｂ は本件取締役会に出

席する こ と ができ なかった。 Ｆ は， Ｃ 及びＤ の意思が強固で意見の変更はあり 得ず， Ｂ が本件取締役

会に出席し ても 決議の結果には影響し ないと 考えて， Ｂ の欠席の理由について特段の確認をし なかっ

た。

以上の事実関係を 前提と し て， 次の 問題 1 及び 問題 2 に答えなさ い（ ただし ， 問題 1

と 問題 2 と は別個独立のも のと する 。）。 なお， 本件株式譲渡は， 重要な財産の処分には該当する

が， 株主総会の決議によ る 承認を要する 事業譲渡等には該当し ないも のと する 。

本件取締役会の決議の有効性について論じ なさ い。

本件取締役会の決議後， Ｃ は乙会社の取締役を 解任さ れ， Ａ が取締役に選任さ れた。 ま

た， Ｃ の後任の代表取締役にはＢ が選定さ れた。 本件取締役会の決議が無効である と し た場

合， 乙会社は本件株式譲渡の無効を主張する こ と ができ る かについて論じ なさ い。
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